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公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。）では、関東圏の大学又は専門学校（以下、

「大学等」という。）に所属する学生を対象として、都内観光協会等へ派遣（以下、「インターンシ

ップ」という。）する学生実習生を募集します。実施内容・募集の詳細は以下のとおりです。 

 

１ 事業目的 

  大学等が有する人材や知見を、都内観光協会等の事業運営に活用するとともに、将来の地域活

性化の新たな担い手を育成します。 

 

２ 実習場所 

都内観光協会等（以下「協会等」という。） 

 

３ 実習期間 

令和８年８月から令和９年３月のうち派遣先協会等が希望する期間（最大２０日程度） 

 

４ 対象者 

以下の条件に当てはまる方が参加できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 実習時間 

  派遣先協会等の就業時間の範囲内で決定 

 

６ 実習内容 

（１）派遣先協会等の作成するプログラムに従い実際の観光関連業務を体験していただきます。 

（２）実習最終日には、実習期間中の体験を踏まえた、新たな事業の企画提案（プレゼンテーショ

ン）を実習生から派遣先協会等に対して行っていただきます。 

  ※実習の流れについては次頁の図を参照ください。 

※企画提案のプレゼンには当事業主催の財団も参加します（エリアによってはオンラインで

参加）。また、他協会等と合同での実施となる可能性があります。 

 

 

 

 

○ 就業体験を希望する２年生以上（学部学科や専攻分野等は問わない） 

○ 観光事業に関心があり、本インターンシップを積極的に行う意思を有する方 

○ 「学生インターン事業（学生実習生派遣）実施要綱」に定める服務規律を遵守する

ことができる方 
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７ 報酬等 

無報酬。ただし、実習生の交通費等(おおむね、自宅―派遣先が２時間程度を想定。財団が必要と認

める観光施設の視察等、出張にかかる旅費を含む。) については財団で負担します。また、実習場所

が多摩・島しょ地域の通勤が困難な地域の場合、実習期間中の宿泊施設を用意します。 

 

８ 募集期間 

令和８年４月６日（月）から令和８年５月８日（金）まで 

 

９ 申込方法（指定様式） 

学生インターン事業（学生実習生派遣）実施要綱の趣旨をご理解いただいたうえで、以下の（１）

～（４）の書類の作成のうえ、「１３ 提出先・問い合わせ先」の担当者までメールでご提出をお

願いします。 

（１）学生インターンシップ実習実施申請書【様式１】 

  ・申請書は原則として大学等の代表者名（または代表者よりインターンシップ実習の申請に

ついて委任を受けている方）での作成をお願いします。 

・当該代表者等が、インターンシップ実習実施の決定の際に、財団と大学等との間で締結す

る協定の締結者となります。 

（２）学生インターンシップ実習被推薦者名簿【様式２】 

・実習を希望する学生について、上述した「４ 対象者」の要件を満たしているかご確認の

上、作成をお願いします。 

（３）学生インターンシップ教育機関調書【様式３】 

・本調書は貴学におけるインターンシップの取組状況等を伺うものです。各欄について必要

な事項をご記入ください。 

（４）学生インターンシップエントリーシート（実習を希望する学生記入）【様式４】 

  ・実習を希望する学生本人に作成していただくものです。様式については大学等の担当者よ

 イベント補助 

・出展ブース設営 

・物販体験 

ボランティアガイド 

・観光窓口案内 

・ツアー同行案

内補助 

PRツール作成 

・取材、撮影 

・SNS 等で発信 

新たな事業の

企画提案 

（プレゼン） 

実習期間 実習最終日 

実習から企画提案までの流れ（例） 
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り学生の方に提供をお願いします。 

 

１０ 派遣決定までの流れ 

    大学等から実習生の推薦をいただいた後、派遣先協会等との調整を行います。応募者多数の

場合、学生作成のエントリーシートの内容により選考させていただきます。また、応募者全員

を派遣できるとは限りませんのでご了承ください。調整を行ったうえで最終決定を行い、財団

より決定通知を送付いたします。 

 

１１ 派遣決定後 

（１）派遣決定後の提出書類等について 

   派遣決定後、財団と大学等の間で「学生インターン事業（学生実習生派遣）の取扱いに関する

協定書」を締結します。その際、誓約書と傷害保険及び賠償責任保険に加入していることを証明

する書面（加入者証等）の写しについてもあわせて提出していただきます（実習開始日までに間

に合うよう、事前に学校所定の各種保険への加入をお願いします）。 

（２）事前の配布資料について 

インターンシップの参加が決定した実習生に対して、本インターンシップの概要、及び交通費や

振込口座等の申請書類等を事前に送付し、実習開始前の指定期日までに提出していただきます。 

 

１２ その他 

（１）実習生のインターンシップ実習証明書については実習終了後、財団が発行します。 

（２）インターン実施日は、派遣決定後、協会等との調整で変更する可能性があります。 

 

１３ 提出先・問い合わせ先 

   〒163-0915  

   東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 新宿モノリス 15階 

   公益財団法人 東京観光財団   

   地域振興部事業課 学生インターン担当 

    Mail：internship@tcvb.or.jp  

   電話：03-5579-2682 


